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８月１日から

父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます
　ひとり親家庭の自立を支援するため、８月から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。

対　象　次の①～⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場
合に支給されます。

　①父母が離婚した子ども
　②母が死亡した子ども
　③母が一定程度の障がいの状態にある子ども
　④母の生死が明らかでない子ども
　⑤その他（母が１年以上遺棄している子ども、母が１年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子
どもなど）

条　件　前年の所得が一定の限度額以上の場合は受けられません。
手当額　受給資格者（ひとり親家庭の父や母など）が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決まります。
　　　　●児童１人の場合
　　　　　全部支給…４万１,７２０円　　一部支給…４万１,７１０円～９,８５０円
　　　　●児童２人以上の加算額
　　　　　２人目…５,０００円　　３人目以降１人につき…３,０００円
申請手続きに必要なもの
　○請求者および児童の戸籍謄本
　○申請年度の１月１日現在、他の区市町村に住所があった方は、申請年度の「課税・非課税証明書（所得・扶養人数・
　　控除記載のあるもの）」（１月から６月申請の場合は、前年度の課税・非課税証明書）
　○印鑑
　○住民票（世帯全員のもの）
　○外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書
　○請求者の口座の番号等が確認できるもの
支払いについて　
　手当の支払期月は４月・８月・１２月で、前月分までの手当を支払います。
　なお、１１月３０日までに申請いただくと、次の取り扱いとなります。
　○７月３１日までに支給要件に該当している方…「８月分」から支給されます。
　○８月１日以降、１１月３０日までに支給要件に該当した方…
　　「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
　※８月から１１月分が支給されるのは１２月です。
　　１１月３０日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給となります。

※扶養義務者（民法８７７条第１項により扶養の義
務がある者＝直系血族及び兄弟姉妹）と同居の時
は扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場
合は手当の支給が停止になります。
　所得額とは、給与所得者については給与所得控
　除後の金額です。
　所得から次のものを控除して、所得を確認してく
　ださい。
　・一律控除８万円
　・医療費控除など所得額から差引くものもありま
　 すので詳しくはお問い合わせください。

問合せ　福祉課　　557―7624

児童扶養手当　所得制限限度額表

扶養親族の数

０人

1人

2人

3人

４人目以降、１人増すごとに38万円加算

全部支給 一部支給
申請者本人 孤児等の養育者・配偶者

扶養義務者※

19万円

57万円

95万円

133万円

192万円

230万円

268万円

306万円

236万円

274万円

312万円

350万円
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図書館へ行こう
ホームページ　https://www.library.mizuho.tokyo.jp/

石畑1962　　557－5614

読書会 14日㈯  長岡図書室午後2時から

おはなしの会

午後3時から

午前11時から

『良寛 行に生き行に死す』立松 和平（春秋社）
『ストレンジ・フェイス』青山 真治（朝日新聞出版）
『禁断』横浜みなとみらい署暴対係　今野 敏（徳間書店）
『僕らの青春』下町高校野球部物語　半村 良（河出書房新社）
『雨心中』唯川 恵（講談社）

『どうしてアフリカ？どうして図書館』さくま ゆみこ（あかね書房）
『ダンス・ダンス！』田部 智子（福音館書店）
『二人の小さな家』ｼｰﾘｱ･ｳｨﾙｷﾝｽ（゙福音館書店）
『さよならをいえるまで』 ﾌﾚﾔ･ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄ（゙岩崎書店）
『ぞうはわすれないよ』ｸﾘｽﾃｨｱｰﾈ･ﾋﾟｰﾊﾟ（ー鈴木出版）

児
童
向
け

一
般
向
け

07日㈯  瑞穂町図書館

午後3時30分から

07日㈯  元狭山ふるさと思い出館図書室
11日㈬  殿ケ谷図書室
18日㈬  武蔵野コミュニティセンター図書室
21日㈯  元狭山ふるさと思い出館図書室
25日㈬  殿ケ谷図書室
26日㈭  長岡会館２階

05日㈭  長岡会館２階
12日㈭  長岡会館２階
19日㈭  長岡会館２階

○毎週月曜日
○17日㈫…館内整理日休館日

毎週木曜日は午後8時まで開館しています
瑞穂町図書館　開館時間　午前9時～午後5時 

●新刊案内●●新刊案内●

図書館　読書講演会

いつでもどこでも読み聞かせ
ー赤ちゃんからお年寄りまでー

月
8

夏休みに本を読みましょう
　夏休みに小学生のお子さんに読んでもらいたい本
を集めた「推薦図書コーナー」を設置しました。低・中・
高学年向けに分けてありますので、本を選ぶときの
参考にしてください。

　申し込みは不要です。当日、直接会場へお越しく
ださい。
　高齢者への読み聞かせに興味のある方の参加大
歓迎です。
日　時　９月４日㈯ 午前１０時３０分～正午
場　所　ふれあいセンター１階大会議室１

【講師紹介】　山花 郁子さん
児童文学作家。公共図書館司書等を経て、現在も
読書普及活動に力を注ぐ。武蔵野市・小学３年生「読
書の動機づけ指導」専任講師。日本児童文学者協会・
子どもの本研究会会員。
著書に『わかれ道おもいで道』『いのちをみつめるブッ
クトーク』『お年よりと絵本でちょっといい時間』ほか。
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